
○子ども・子育て支援法施行規則（平成 26 年内閣府令第 44 号）（抄） 
（法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由） 

第一条 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第十九条第一項第二号の内閣府令で

定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当す

ることとする。 
一 一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村（特別区

を含む。以下同じ。）が定める時間以上労働することを常態とすること。 
二～十 （略） 

 
（認定の申請等） 

第二条 法第二十条第一項の規定により同項に規定する 認定を受けようとする小学校就学

前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければなら

ない。 
一～三 （略） 
四 法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定

を受けようとする場合には、その理由 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当

該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類

を省略させることができる。 
一 （略） 
二  前項第四号に掲げる事項を証する書類 


